
１．設立年月日（移行）　　平成２５年４月１日

２．定款に定める目的

　公益社団法人船橋青色申告会は、誠実な納税者の団体として、我が国税制の中核を成す

申告納税制度の推進を図るとともに、税制の適正な申告と納付及び公平で合理的な税制の

確立を目指し地域社会の発展と地域住民の生活の安定に寄与することを目的とする。　

３．定款に定める事業内容

（１）申告納税制度の推進と青色申告制度の普及に関する事業

（２）青色申告制度の基礎を形成する記帳指導に係わるセミナー及び相談等に関する事業

（３）納税者に対する税知識の普及向上のための各種セミナー及び相談等に関する事業

（４）健康保険、公的年金、労働保険等の社会保険等の知識向上のための各種セミナー等

     に関する事業

（５）事業経営の発展及び生活の向上に関する事業

（６）事業を行うために必要な広報活動及び各種資料の刊行配布

（７）会員の福利厚生及び親睦に関する事業

（８）友誼団体との連携及び協調に関する事業

（９）その他本会の目的を達成するために必要な事業

４．監督機関に関する事項　　　千葉県公益認定等審議会

５．会員の状況

増減

準　会　員

（年会費

　2,000円）

３，７８３名

１３名

６５３名

１８２名 １名増

１２名増

増減なし

８３名減合　計

(年会費15,000円）

１８１名

６４１名

１３名

３，８６６名

ＪＡいちかわ

その他

法人の概況

３，０３１名 ２，９３５名 ９６名減

ＪＡちば東葛

当期期末会員数種　別

正　会　員

当期期首会員数



６．主たる事務所の状況

所在地：千葉県船橋市市場１丁目３番９号

７．役員に関する事項

（１）理　　事：２３名

（２）監　　事：２名

（３）支部役員：８２名

（４）委　　員：３９名

８．職員に関する事項

（１)職　　員：６名

勤務形態

（代表理事及び業務執行理事）

種　別

非常勤

代表理事 直原　清志 非常勤

業務執行理事 梅澤　和夫

氏　名

非常勤

業務執行理事 南　昌克 非常勤

業務執行理事 田中　庸介

勤務形態

業務執行理事 石川　進 非常勤

業務執行理事 吉川　寛

役員数

非常勤

支部名

西部ブロック ２２名

小杉　正幸 非常勤

大森　扶美樹 非常勤

氏　名

厚生事業委員会 ７名

組織委員会

総務委員会 ７名

習志野ブロック

東部ブロック １８名

指導委員会

委員会 委員数

北部ブロック １０名

３２名

４名

５名

財政委員会 ９名

１名臨時職員

広報委員会 ７名

役職等 職員数

正職員 ５名


